
広報しょうわ　お知らせ版　No.163(1)

お
知
ら
せお

願
い

■ 令和 8年 5月 7日発行　No.163
■ 編集・発行　昭和村役場　総務課　企画創生係
〒 968-0103 福島県大沼郡昭和村大字下中津川字中島 652
 TEL 0241-42-7717　FAX 0241-57-3044（代表）

▲  

今回のお知らせ版掲載一覧　

1ページ

2ページ

3ページ

4ページ

5ページ

6ページ

7ページ

8ページ 

会津バス（大芦―川口線）の運行変更に関するお知らせについて 

家庭用電動生ごみ処理機の貸出を行います
電動生ごみ処理機の購入に対して補助を行います

ちょいフィットしょうわ（5月：青壮年向け）
診療所からのお知らせ

生涯学習講座「麴の教室～食事編」開催
よいやれ屋 5月のご案内

自然環境学習会の開催
歯っぴいライフ 8020について 

求人情報（勤務地：昭和村他）
木造住宅耐震診断者派遣事業の募集

昭和村移住定住促進空き家活用住宅入居者募集

司法書士相談会開催のお知らせ

▼  中面に、お知らせがありますので、ご確認ください。

会津バス（大芦―川口線）の運行変更に関するお知らせについて
　会津バス（大芦―川口線）について、運行に係るドライバーの確保が困難な状況となったため、下記
のとおり変更となります。 
お客様には大変ご不便おかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

①変更後の運行車両イメージ

②運行ルートの変更
　「大芦」、「宮の下」、「山崎」、「大芦中見沢」バス停までのルートが廃止され、「上両原」バス停が始発・
終着となります。なお、大芦方面の路線廃止に伴い、連絡送迎車を運行します。
※詳細は 8～ 9ページをご覧ください。

問  総務係 ☎  57-2111

ハイエース（乗車定員数 9人以下）
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、ご確認ください。

家庭用電動生ごみ処理機の
貸出を行います

　電動生ごみ処理機は、生ごみを乾燥させるなど
の方法で重量を減らす機械です。
　処理機を使うことで、生ごみが減量され、匂い
や虫の抑制ができるので台所が衛生的になりま
す。
　また、乾燥した生ごみは肥料としても使うこと
ができるので、家庭菜園等で利用することもでき
ます。そのほかにも、生ごみの水分を減らすこと
で焼却施設への負担軽減も見込まれます。
　電動生ごみ処理機の普及を促進するため、貸出
事業を実施いたします。
　生ごみの減量化や肥料化に興味のある方や、電
動生ごみ処理機の購入を検討中で、購入前に処理
機の効果を確かめてみたいという方は、ぜひご利
用ください。

◆貸出機器
・シマ株式会社 PPC-11（機種名：パリパリキュー）　2台
・パナソニックMS-N53XD（機種名：リサイクラー）　2台
※機種を指定できない場合がありますのでご了承
ください。
◆貸出期間
　貸出開始日を含め連続した 1ヶ月以内
※貸出状況により、ご希望時期にお貸しできない
場合があります。
※貸出してからの期間延長はできません。

◆貸出条件
　・村内に住所を有し、かつ居住している方
　・次の事項を厳守できる方
①処理機は屋内に設置し、返却する際は、借 
　受時と同じ状態で返却すること。
②処理機を適正に維持管理すること。
③処理機を生ごみの処理以外の目的に使用し 
　ないこと。
④処理機の形状を変え、又は改造しないこと。
⑤処理機を他に譲渡し、転貸し、又は担保に 
　供しないこと。
⑥村が実施するアンケート調査等に協力すること。

◆貸出・返却方法
　保健福祉課（すみれ荘）にて直接引き渡しと
返却を行います。

問  保健福祉課 ☎  57-2645

電動生ごみ処理機の購入に対して
補助を行います

　電動生ごみ処理機貸出事業に合わせて、購入
費用の一部補助を行います。条件等については以
下の通りとなりますので、購入される際はご活用
ください。

◆補助対象者
　昭和村に住所を有し、村内に居住するもので
　あって次の条件を満たす者
①村内の自宅（敷地含む）又は所有地に購入し 
　た生ごみ処理機を設置すること。
②村税等を滞納していないこと。
③暴力団員又は暴力団員等でないこと。
④当該補助金の交付を受けた年度から起算し 
　て３年以上を経過したこと。

◆交付の対象となる機器
電動生ごみ処理機（温風乾燥型、バイオ型）が
対象となります。以下に該当するものについて
は対象外となりますのでご注意ください。
①購入費用が 2,000円未満の機器
②消耗品及び付属品並びに修理費
③中古品

◆交付額
1世帯につき 1基までとし、補助率は 1/2（上
限 50,000円）となります。
※ 1,000円未満の端数は切り捨てとなります。

◆必要な書類
①申請書（保健福祉課でお配りします。）
②領収書の写し（機器の名称、購入費用、購
　入者氏名、購入日、購入店名が記載された
　もの）
③保証書の写し
④その他村長が必要と認める書類
保健福祉課（すみれ荘）にて直接引き渡しと返
却を行います。

問  保健福祉課 ☎  57-2645
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▼  次頁にも、お知らせがありますので、ご確認ください。

令和 8年度もたのしく運動しよう！
ちょいフィットしょうわ
（5月：青壮年向け）

　令和８年度も、月１回運動教室を開催します！
気持ちよく身体を動かせますので、ぜひご参加く
ださい。

◎青壮年 (18歳～70歳前後 )向け運動教室
（中高生など親子での参加も可能です）
日　時：令和 8年 5月 19日（火）

午後 6時 30分から午後 7時 30分
内　容：ZUMBA（ダンスエクササイズ）+筋膜リリース
場　所：すみれ荘
持ち物：水分補給できるもの、タオル、内履き、 
　　　　ヨガマット（貸出もあります）
申込み：事前申し込みは不要ですので、お気軽に 
　　　　ご参加ください。
その他：シニア向けは、5月 28日（木）午後 2 
　　　　時から午後 3時に開催しますので、お間
　　　　違えのないようお願いいたします。次回
　　　　のコバシリでご案内いたします。

問  保健福祉課 ☎  57-2645

直近の診療日をご案内します
診療所からのお知らせ

○内科は水曜日が一般外来休診日で予約検査の
み実施しています。急患の場合は事前にお電話く
ださい。歯科は完全予約診療ですが、急患の場
合は事前にお電話ください。

○来所の際はマスクを着用し、自宅で体温を測定
してください。
◎発熱・下痢等の症状（ご家族も含む）の場合には、
来所前に、まずお電話でご相談ください。

○ 5月 31日（日）は【内科】休日当番医です。

月日 内科 歯科 バス　
5月7日 (木) ○ ○ 松山～中向

8日 (金 ) ○ ○ 大芦
9日～ 10日 休診 休診

11日 (月 ) ○ ○ 下中津川

12日 (火 ) ○ ○ 小野川・両原～
小中津川

13日 (水 )予約検査 ○
14日 (木 ) ○ ○ 松山～中向
15日 (金 ) ○ ○ 大芦

16日～ 17日 休診 休診
18日 (月 ) ○ ○ 下中津川

19日 (火 ) ○ ○ 小野川・両原～
小中津川

20日 (水 )予約検査 ○
21日 (木 ) ○ ○ 松山～中向
22日 (金 ) ○ ○ 大芦
23日～ 24日 休診 休診
25日 (月 ) ○ ○ 下中津川

26日 (火 ) ○ ○ 小野川・両原～
小中津川

【診察時間】
○内科　午前 9:00～ 11:15までの受付分
※午前中に午後診察分の受付も可
午後 2:00～ 4:00までの受付分
○歯科　午前 9:00～ 11:30／午後 1:30～ 4:00　　　　

問  診療所 ☎  57-2255
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喰丸小チャレンジショップ
よいやれ屋 5月のご案内

　5月のチャレンジショップ in喰丸小 「よいやれ
屋」は下記の通り開催いたします。みなさんぜひ
ご来館ください。（出店者の都合により変更、中
止がありますので、ご了承ください。）
開催日 出店者 内容

5/9(土 ) 工房風雲 手提籠他

5/10(日 ) 工房風雲 手提籠他

5/16(土 )

昭和村笑和の会
燈火草
工房風雲

からむし小物販売
書店
手提龍他

5/17(日 )
燈日草
工房風雲

書店
手提龍他

5/23(土 )

のんこんの
燈日草
工房風雲

絵はがき販売、似顔絵
書店
手提龍他

5/24(日 )

のんこんの
燈日草
工房風雲

絵はがき販売、似顔絵
書店
手提龍他

5/30(土 )

やまなみ会
昭和村笑和の会
工房風雲

食品他
からむし小物販売
手提龍他

5/31(日 )
やまなみ会
工房風雲

食品他
手提龍他

問 観光交流係 ☎  57-2124

▼  次頁にも、お知らせがありますので、ご確認ください。

発酵パワーを食卓に
生涯学習講座
「麴の教室～食事編」開催

　健康と美容の宝庫「麴」の魅力を知り、麴調味
料を上手に使って、おいしく体にやさしい料理を
作ってみませんか！秋には「美容編」も開催予定
ですので、ぜひお楽しみにお待ちください。
日 時　令和 8年 6月 6日（土）
場 所　すみれ荘　調理室
講 師　米澤屋麹店　麹マイスター　猪俣光恵さん
内 容　①麹のお話
　　　　　②醤油麹づくり
　　　　　③麹調味料を活かしたヘルシー発酵ご
　　　　　　はんの調理と試食
参 加 費　1,300円（材料費）
持 ち 物　エプロン、三角巾、マスク、米（0.5合）
申込方法　5月 27日（水）までにお電話等で昭
　　　　　和村公民館へお申し込みください。村
　　　　　HPまたは村公式 LINEからもお申し
　　　　　込みできます。

問  昭和村 公民館 ☎  57-2114
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初夏のミニ自然観察会in柳津森林公園
自然環境学習会の開催

　柳津森林公園でお二人のガイドをお招きして自
然観察会を行います！
　この時期にはどんな植物を楽しむことができる
の？その植物の特徴は？色や匂いは？
他には奥会津のどんな場所で自然観察を楽しむこ
とができるの？
　自分一人では自然の中に入っていくにも足が重
い、植物のこともあまり分からなくて楽しめない、
という方に特におすすめです。ご参加お待ちして
おります♪

日　　時：令和 8年 5月 23日 (土 )　午前 9時～正午
集合場所：柳津森林公園管理事務所前
ガ イ ド：菅家壽一さん　
　　　　（かしゃ猫クラブ主宰、福島県もりの案内人など）
　　　　  芳賀喜代次さん
　　　　  （かしゃ猫クラブ会員、福島県もりの案内人など）　
定 員：20名 　※対象：小学生以上
申 込 み：事前予約制
　　　　 (メール、電話にてお申込みください )

参 加 費：500円
そ の 他：小雨決行、荒天時は屋内での学習会と 
　　　　　します。
　　　　　歩きやすいシューズ、ウェアでご参加
　　　　　ください。

問 奥会津ビジターセンター ☎  42-7081

無料で健診を受け、是非ご応募ください！
歯っぴいライフ 8020について

　歯・口の健康は、食事や日常会話の楽しみなど、
生活を営むうえで重要な役割を担っており、心身
ともに健康な生活を送るための大切な要素となり
ます。
　そこで、福島県と福島県歯科医師会では、「80
歳で 20本の歯を残そう」を生涯の健康目標とす
る 8020運動の一環として、現在十分機能してい
る歯を 20本以上保持している 80歳の方に認定
証を交付しております。20本以上ご自身の歯が
残っている方は奮ってご応募ください。

【対象者】
・福島県内に住民票があり、かつお住まいの方
・昭和 20年 7月 1日から昭和 21年 6月 30日の
間に生まれた令和 8年 6月 30日時点で 80歳の
方
・十分に機能している自分の歯が 20本以上ある
方
【募集期間】
・令和 8年 5月 1日～ 6月 30日まで
【応募方法】
・募集期間中に昭和村国保診療所または最寄りの
歯科医院に応募することを申し出て歯と口の健診
を受けてください。健診は無料です。予約により
実施しますので、まずは歯科受付までお電話くだ
さい。（☎ 57-2643）

※認定された方は、村の広報誌や各種報道機関
で紹介させていただきます。

問  診療所 ☎  57-2255
  　保健福祉課 ☎  57-2645
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職種 観光交流係事務職員
（会計年度任用職員）

求人区分 パート
事業所名 昭和村役場
雇用形態 パート労働者
賃金 9,464円（日給）

就業時間 8:30～ 17:00
休日 土日祝他、（休日勤務の場合あり）
年齢 不問

問  ハローワーク会津若松 ☎  0242-26-3333

ハローワーク会津若松
求人情報（勤務地：昭和村他）

職種 昭和村花き集荷場（雪室）に関わ
る業務全般

求人区分 パート
事業所名 会津よつば農業協同組合
雇用形態 パート労働者
賃金 1,100円～（時給）

就業時間
交代制（シフト制）
（１）6:00～ 13:30
（２）7:00～ 14:30

休日 指定日
年齢 不問

職種 介護職員
求人区分 フルタイム

事業所名 社会福祉法人　昭和福祉会 (昭和
ホーム）

雇用形態 正社員
賃金 167,500円～ 272,500円

就業時間
変形労働時間制
（１）9:00～ 18:00
（２）7:30～ 16:30
（３）11:00～ 20:00

休日 指定日、年間休日数 122日
年齢 18歳以上～ 59歳以下

職種 マルチワーカー（無期雇用派遣職員）
求人区分 フルタイム
事業所名 奥会津地域づくり協同組合
雇用形態 無期雇用派遣労働者
賃金 225,500円（月給）

就業時間
変形労働時間制
（１）8:00～ 17:00
（２）5:00～ 14:00
（３）11:00～ 20:00

休日 土日祝他、年間休日数 122日
年齢 59歳以下

問  ハローワーク会津若松 ☎  0242-26-3333

▼  次頁にも、お知らせがありますので、ご確認ください。

ご自宅をお調べしてみませんか？ 
木造住宅耐震診断者派遣事業の募集

　大きな被害をもたらす地震被害から、人命・財
産を守るためには住宅の耐震化が重要です。この
ため、木造住宅の地震に対する安全性の確保・向
上を図り、震災に強い村作りに向け、国・県の制
度を活用して耐震診断事業に取り組みます。

　対象住宅は、昭和村にある下記の要件に全て
該当する者です。
　①所有者が自ら居住する一般住宅
　②昭和 56年 5月 31日以前に建築された 1戸
　　建て木造住宅
　③在来軸組法、伝統工法、枠組壁工法等によ
　　る木造 3階建て以下の住宅
　④過去に、耐震診断を受けていない住宅
　この事業を受ける方は、村に木造住宅診断者
派遣の申請をしてただき、村が直接耐震診断業者
に委託します。
　その後、申請業者が申請者宅に伺い耐震診断
が行われます。
※申込者個人では直接委託は出来ません。

　診断費用は国・県の補助を受け村で支払います
が、消費税額相当分の 6,000円は申請者の個人
負担になります。
※令和 8年度の募集件数は 4件となります。
　先着順の受付としますので、ご希望の方はお早
　めにお申し込みください。

受付期間：令和 8年 5月 7日（木）～ 5月 22日（金）
問  建設係 ☎  57-2123
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昭和村移住定住促進空き家活用住宅入居者募集
　次のとおり、移住定住促進空き家活用住宅の入居者を公募しますので、入居を希望される方は、　期
日までに、役場産業建設課観光交流係までお申し込みください。

1.入居募集戸数　1戸
　　　　　　　　 昭和村大字大芦字中見沢 81番地の 1

2.住宅の構造等　昭和 60年建築木造 2階建　床面積　179.52㎡

3.家賃及び敷金等　家賃　月額　21,000円
敷金　　　　63,000円

※このほか下記費用については入居者負担となります。
　（1）電気、ガス及び水道の使用料
　（2）汚物及びじんかいの処理に要する費用
　（3）共同施設並びに給水施設及び汚水施設の使用並びに維持及び管理に要する費用
　（4）村が費用を負担すべきもの以外の空き家活用住宅の修繕に要する費用

4.入居予定日　令和 8年 6月 1日（月）

5.入居者の資格
　（1）村外から転入して昭和村に居住しようとしている者
　（2）村外から転入して現に昭和村に居住している者で、継続して昭和村に居住する意思があり、現
　　　に住宅が困窮していることが明らかな者
　（3）現に昭和村に居住しているもので、村外から転入した者を含む 2名以上の世帯を構成し、継続
　　　して昭和村に居住する意思があり、現に住宅が困窮していることが明らかな者
　（4）市区町村民税、使用料、、負担金等を滞納していないこと
　（5）地域の共同作業（普請等）や行事等に積極的に参加する意思のある者
　（6）その他村長が必要と認めた者

7.入居申込必要書類
　（1）空き家活用住宅入居申込書（用紙は役場産業建設課観光交流係にあります。）
　（2）所得証明書　
　　　本人及び入居予定同居親族（婚約者を含む）について、市町村長発行の前年の所得証明書
　　　前年の所得証明書の発行が受けられない場合にあっては、給与所得者については、前年の源泉 
　　　徴収票と前々年の所得証明書。事業所得者等については、前年の確定申告書等所得の収支 
　　　を記載した明細書と前々年の所得証明書とします。
　（3）市町村長が発行する入居予定者全員の納税証明書
　（4）入居予定者全員の住民票
　（5）入居申込者が二十歳未満である場合は、親権者等の同意書

8.申込締切日　令和 8年 5月 18日（月）※正午必着

9.入居者の選考方法
　入居の申し込みを受理した人数が募集戸数をおけない場合においても、入居資格に合致するか所定
の選考により入居者を決定します。

問  観光交流係 ☎  57-2124



 (8)  広報しょうわ　お知らせ版　No.163

昭和村社会福祉協議会より 
司法書士相談会開催のお知らせ

　昭和村社会福祉協議会では、令和 8年度第 1
回司法書士相談会を次の通り開催いたします。相
談を希望される方は事前にお申し込みください。
　なお、詳しくは、5月 20日付けで全戸配布さ
れる「司法書士相談会の開催について」をご覧く
ださい。

＜司法書士相談会＞
日　　時：令和 8年 6月 9日（火）
　　　　　午前 10時から正午まで（2時間）

相談会場：すみれ荘　保健相談室

司法書士：羽賀　吉男　先生（会津美里町）

＜お受けできる主な相談内容＞
　①不動産登記に関すること（登記手続きなど）
　②相続に関すること（遺産分割・遺言書など）
　③債務整理に関すること
　④簡易裁判所での訴訟行為　など

＜申し込み締め切り日＞
　令和 8年 6月 2日（火）までに社会福祉協議
会へお申し込みください。
　なお、申し込み締め切り日までに、相談希望者
がお一人もいらっしゃらない場合は、「中止」とな
りますのでご了承ください。

問  昭和村社会福祉協議会 ☎  57-2655




